
 

墨田区工事請負業者指名基準 

昭和５０年４月２日 

墨総財発第５８号 

改正 昭和５８年２月５日５７墨総契発第２３６号 

平成７年３月２４日６墨総契第４３９号 

平成１２年９月１９日１２墨総契第１９１号 

平成１３年３月２７日１２墨総契第３７２号 

平成１５年３月３１日１４墨総契第６７１号 

平成１８年９月２０日１８墨総契第３８７号 

平成２３年７月１日２３墨総契第２６１号 

平成２６年１２月３日２６墨総契第６６０号 

平成３０年３月２９日２９墨総契第１０７５号 

平成３１年３月２８日３０墨総契第１２０５号 

令和３年３月４日２墨総契第９７８号 

（趣旨） 

第１条 墨田区が発注する建設工事等の請負契約（工事の請負契約、設計、測量及び

地質調査の委託契約並びに総トン数２０トン以上の船舶の製造及び修繕の請負契約

をいう。）の指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準を次のように定める。 

（等級等及び工事等の区分） 

第２条 この基準において使用する等級及び順位とは、建設工事等競争入札参加者の

資格に関する告示（平成２２年墨田区告示第１６０号）に規定する格付により定め

られた等級及び順位をいう。 

２ この基準において、等級格付工事とは、道路舗装工事、橋りょう工事、河川工事、

水道施設工事、下水道施設工事、一般土木工事、建築工事、電気工事、給排水衛生

工事及び空調工事をいう。 

３ この基準において、順位格付工事等とは、等級格付工事以外の工事、設計、測量

及び地質調査並びに総トン数２０トン以上の船舶の製造及び修繕をいう。 



 

（指名の判断事項） 

第３条 契約担当者（墨田区契約事務規則（昭和３９年墨田区規則第１１号）第２条

第２項に規定する契約担当者をいう。以下同じ。）は、有資格者（地方自治法施行

令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１１第２項の規定により、区長が契約

の種類及び金額に応じて定めた指名競争入札の参加者の資格を有する者をいう。）

について、次に掲げる事項を調査の上、次条に定めるところにより指名を行うもの

とする。 

⑴ 経営及び信用の状況 

⑵ 墨田区における指名及び受注の状況 

⑶ 官公庁工事等の実績の有無 

⑷ 既発注工事等の履行状況 

⑸ 営業所の所在地と施工場所等との地理的関係 

⑹ 発注工事等に対する技術的適性 

⑺ 施行中の既発注工事等の進捗状況 

（指名方法） 

第４条 指名競争入札に参加する者を指名する場合の一般的基準は、次の各号に掲げ

る工事等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

⑴ 等級格付工事 別表１に掲げる工事の種類及び予定価格の区分に応じ、同表等

級の欄にそれぞれ定める等級を有する者を指名する。 

⑵ 順位格付工事等 当該工事等（業種）に係る順位を有する者を指名する。 

２ 予定価格が４，０００万円以上の工事の請負契約の指名競争入札を行う場合は、

原則として、当該入札の指名通知の発出日の属する年度及びその前（当該入札の指

名通知の発出日の属する月並びにその属する月の前月及び前々月を除く。）に完成

検査に合格した墨田区発注の工事（当該入札の発注業種と同一の業種により発注し、

契約金額が１３０万円を超える工事に限る。以下「完成工事」という。）を施行し

た実績を有し、完成工事のうち直近に完成検査に合格した３件（完成工事が２件の

み存在する場合にあっては、当該２件）の工事に係る工事成績点（墨田区工事成績



 

評定要綱（平成１５年３月２８日１４墨総契第６２６号）第６条第３項の墨田区工

事成績評定報告書に記録された総合評定点をいう。以下同じ。）の相加平均（完成

工事が１件のみ存在する場合にあっては、当該工事に係る工事成績点）が６０点以

上の者を指名するものとする。 

３ 工事の請負契約の指名競争入札を行う場合は、次に掲げる者を他の者に優先して

指名することができる。 

⑴ 区内に営業所を有する者（墨田区建設工事等競争入札に係る区内業者取扱基準

（平成２５年３月２９日２４墨総契第８７０号）の定めるところにより区内業者

として取り扱うこととされた者に限る。以下「区内業者」という。） 

⑵ 発注工事の施行場所付近に営業所を有する者 

⑶ 発注工事が既発注工事と関連する場合の当該既発注工事の施行者 

⑷ 発注工事が他の官庁又は民間の工事（施行中のものに限る。）と関連する場合

の当該他の官庁又は民間の工事の施行者 

⑸ 発注工事と同一業種である既発注工事の履行成績が優秀な者 

４ 設計、測量及び地質調査の委託契約の指名競争入札を行う場合は、発注委託業務

と同一業種である既発注委託業務の履行成績が優秀な者を他の者に優先して指名す

ることができる。 

（直近上位又は直近下位の等級を有する者の指名） 

第５条 契約担当者は、等級格付工事の請負契約の指名競争入札を行う場合において、

特に必要があるときは、前条第１項第１号の規定にかかわらず、同号の規定により

指名することができる等級の直近上位又は直近下位の等級を有する区内業者を指名

することができる。 

２ 前項に定めるもののほか、契約担当者は、等級格付工事の請負契約の指名競争入

札を行う場合において、当該発注工事の予定価格が別表１に定める予定価格のそれ

ぞれの区分の上限に近いものであって、特に必要があるときは、前条第１項第１号

の規定にかかわらず、同号の規定により指名することができる等級の直近上位の等

級を有する者を指名することができる。 



 

３ 第１項に定めるもののほか、契約担当者は、等級格付工事の請負契約の指名競争

入札を行う場合において、当該発注工事の予定価格が別表１に定める予定価格のそ

れぞれの区分の下限に近いものであって、特に必要があるときは、前条第１項第１

号の規定にかかわらず、同号の規定により指名することができる等級の直近下位の

等級を有する者を指名することができる。 

（直近上位以上の等級に属する者の指名） 

第６条 契約担当者は、等級格付工事の請負契約の指名競争入札を行う場合において、

当該発注工事が次の各号のいずれかに該当するときは、第４条第１項第１号の規定

にかかわらず、同号の規定により指名することができる等級の直近上位以上の等級

を有する者を指名することができる。 

⑴ 高度の技術を要する工事又は施行上相当困難を伴う工事であるとき。 

⑵ 遠隔地の工事であるとき。 

（指名の制限） 

第７条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する者を指名することができない。 

⑴ 墨田区競争入札参加有資格者指名停止取扱要綱（平成１８年９月２０日１８墨

総契第３８７号）に基づく指名停止期間中である者 

⑵ 墨田区契約における暴力団等排除措置要綱（平成２３年５月１６日２３墨総契

第１３５号）に基づく入札参加除外措置期間中である者 

⑶ 区発注の請負契約につき、関係行政機関等からの情報により、下請契約関係が

不適切であることが明確である者 

⑷ 前３号に掲げる者のほか、第３条の規定による調査をした結果、指名をするこ

とが不適当であると認められる者 

（指名者数） 

第８条 指名に当たっては、１件の入札につき別表２に掲げる予定価格の区分に応じ、

同表右欄に掲げる数の者を指名することを原則とする。ただし、指名することがで

きる区内業者の数が別表２に定める数に満たない工事等であって、区内業者のみで

履行可能なもの及び工事の種類により指名することができる者が少ない工事につい



 

ては、この限りでない。 

２ 区内業者と区内業者以外の者（以下「区外業者」という。）との両方を指名する

場合の区内業者と区外業者との割合は９対１を原則とする。ただし、工事等の種類

により指名することができる区内業者の数が少ないときは、この限りでない。 

付 則 

１ この基準は、昭和５０年４月２日から適用する。 

２ 当分の間、道路舗装工事及び一般土木工事に係る別表１の適用については、同表

区内業者の欄中「Ｃ・Ｄ・Ｅ」とあるのは「Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ」と、「Ｂ・Ｃ・Ｄ」

とあるのは「Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ」とする。 

３ 当分の間、給排水衛生工事に係る別表１の適用については、同表区内業者の欄中

「Ｃ・Ｄ」とあるのは、「Ｂ・Ｃ・Ｄ」とする。 

付 則 

この基準は、令和３年２月２６日から適用する。 

別表１ 

工事の種類 予定価格 等級 

区内業者 区外業者 

道路舗装工事 

橋りょう工事 

河川工事 

水道施設工事 

下水道施設工事 

一般土木工事 

建築工事 

１，０００万円未満 Ｃ・Ｄ・Ｅ Ｃ・Ｄ・Ｅ 

１，０００万円以上２，０００万円未

満 

Ｂ・Ｃ・Ｄ Ｂ・Ｃ 

２，０００万円以上１億５，０００万

円未満 

Ａ・Ｂ・Ｃ Ａ・Ｂ 

１億５，０００万円以上 Ａ・Ｂ Ａ 

電気工事 

給排水衛生工事 

空調工事 

３００万円未満 Ｃ・Ｄ Ｃ・Ｄ 

３００万円以上１，０００万円未満 Ｂ・Ｃ・Ｄ Ｂ・Ｃ 

１，０００万円以上２，０００万円未

満 

Ａ・Ｂ・Ｃ Ａ・Ｂ 



 

２，０００万円以上 Ａ・Ｂ Ａ 

別表２ 

予定価格 指名者数 

１，０００万円未満 ５者以上 

１，０００万円以上２，０００万円未満 ６者以上 

２，０００万円以上４，０００万円未満 ８者以上 

４，０００万円以上 １０者以上 

 


